
一括議決基準 

 

既存住宅団地内の土地における建築物 

 

都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調

整区域に存する既存住宅団地内の土地において、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会

の議を経たものとして取り扱うものとする。 

 

記 

 

１ 申請地 

別表に掲げる、住宅地の用に供するために造成された団地内にあること。 

 

２ 予定建築物 

（１）用途は、建築基準法別表第２(ろ)項に掲げる建築物（第二種低層住居専用地域に建築できる建築

物）であること。ただし、申請地に現に存する建築物が同法別表第２(ろ)項に掲げる建築物以外で

あって、予定建築物の用途が現に存する建築物と同一であるものについてはこの限りでない。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。ただし、現に

存する建築物の高さが１０メートルを超える場合は、その高さを限度とすることができる。 

 

３ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 

 

  附 則 

この基準は、平成１５年４月７日から施行する。（平成１５年４月７日 第１回議決） 

  附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

附 則 

この基準は、平成２１年７月１日から施行する。（平成２０年１１月１８日 第２回議決） 
附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 

  附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。（令和４年３月１７日 第２回議決） 



別表 
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中央区 鈴谷９丁目１８２－３０ 

〃  鈴谷６丁目１４５－４ 

西 区 西新井字堤崎前５０５－４ 

〃  峰岸字南１６－２ 

〃  中釘字子の神２９４－１０ 

〃  平方領々家字滝沼９４８－１６ 

〃  高木字根貝戸１２３－２７ 

〃  西大宮２丁目７－１ 

〃  西大宮３丁目５３－２２ 

〃  宮前町１０６２－２ 

〃  西遊馬字高木２２７７－１０ 

〃  飯田字裏１１１－４ 

〃  二ツ宮字田中３０１－１ 

〃  中野林字袋２４２－１ 

〃  植田谷本字前通４７６－３ 

〃  島根字下根切２３８－２ 

北 区 日進町１丁目４７６－１ 

大宮区 三橋４丁目７５－１ 

〃  三橋４丁目９０５－６ 

〃  堀の内町３丁目４６９－２ 

〃  堀の内町１丁目５２４－２ 

〃  天沼町１丁目６２１－２ 

見沼区 小深作字半縄７１８－１ 

〃  宮ヶ谷塔字下綾１２７５－３ 

〃  上山口新田字大野５３４－１ 

〃  上山口新田字悪水向４６３－５ 

〃  御蔵字小松台１９２－１ 

〃  御蔵字木野下１１１０－１ 

〃  山字北原２０－３ 

〃  染谷３丁目３２４ 

〃  染谷３丁目５１２ 

〃  片柳字原山１０９２－２ 

〃  片柳字平台１４６９－２ 

岩槻区 鹿室字中宿１６６－１０ 

〃  古ヶ場字白根５７１－２１ 

〃  古ヶ場字白根６３１－８ 

〃  慈恩寺字山口５１６－１１ 

〃  裏慈恩寺字新房２７－２ 

〃  裏慈恩寺字貝塚８８０－２ 

〃  馬込字四番８５３－２ 

〃  金重字東１０９－２ 

〃  本宿字西３４０－２ 

〃  平林寺字前原２６２－２９ 

〃  岩槻字西原三５３４２－１７ 

〃  柏崎字中組８３９－４ 

〃  末田字外野１８４１－１ 

〃  釣上新田字川原５８１－１０ 

 


